
申込手続きフローチャート 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

保育を必要とする事由（保育認定基準）のいずれかに該当する。 

保育所（園）or認定こども園（保育認定） 

 

はい いいえ 

認定こども園（教育認定） 

幼稚園 

希望施設で「願書」「申込書類」を取得する。 

申込期間中に希望施設へ「願書」「申込書類」

を提出する。※1 

希望保育所（園）へ連絡し、お子

さんと一緒に見学に行く。 

「申請書類」を取得し、必要書類

を準備する。 

申込期間中に保育課または市内各

保育所（園）へ申込書類を提出す

る。 

※1 明澄幼稚園は「願書」を幼稚園へ 

「申込書類」を保育課へ提出する。 

保育所（園） 認定こども園（保育認定） 

 

第1次利用申し込みの結果

は、2 月中に郵送でお知ら

せするよ。 


